
１　募集期間：令和２年１２月１４日（月）～令和３年１月２２日（金）

　　提出件数：３人　５件

　　取扱区分：A（意見を反映）０件，B（実施にあたり考慮）０件，C（原案に考慮済み）１件，D（説明・回答）４件　計５件

番号 計画名 該当箇所 頁 市民からの意見（概要）
取扱
区分

市の考え方

1 中期計画
共に学び共に
地域で活動で
きる体制づくり

81

原案記載の「地域生活を支えるために必要な支援」
〈ボランティア.地域支援〉障がい者サービス以外に
も，少しの時間でも見守りをしてくれる，付き添いをし
てくれるようなボランティアの方が地域にいれば，お
お助かりです。

Ｃ

ボランティアの養成については，事業所インタビュー
の中でも意見として挙がっており，課題であると認識
しております。現在，自立支援協議会専門部会にお
いて，障がい児者に関わるボランティアを増やすた
め，市民の皆さんにボランティア活動を身近に感じて
もらう方策を，現在協議しております。本計画の基本
理念の副題にもありますとおり，「お互いを思いやり
支え合うまち」を目指して取り組んでまいります。

2 中期計画

権利が尊重さ
れ安心して暮
らせる環境づ
くり

93

原案に賛成いたします。
提案
「ユニバーサルデザイン（UD）サポーター」養成研修
講座を市民を対象に開催してほしい。
例えば，この度施行された「芦屋市障がいを理由とす
る差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」第8条1
項にあるように，障がいの理解を深める為，障がい
のある人も，ない人も，受講でき修了後は，「芦屋UD
サポーター」として希望者にはボランティア登録をし
て，自分で出来る範囲で，UD啓発活動に協力して頂
きたいと思います。

D

サポーター養成研修講座の開催については，現在の
ところ検討しておりませんが，第５次芦屋市総合計画
におけるまちづくりの基本方針を構成する３つの視点
である「暮らしやすさ」において，ユニバーサルデザイ
ンを取り入れることとしており，この視点に立って各
事業に取り組んでまいります。

芦屋市障がい者（児）福祉計画第７次中期計画（原案）及び
芦屋市第６期障がい福祉計画・芦屋市第２期障がい児福祉計画（原案）への意見の要旨及び市の考え方一覧

２　意見及び市の考え方
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3 中期計画

権利が尊重さ
れ安心して暮
らせる環境づ
くり

93

高齢でかつ車椅子のみが移動の手段となりました。
わが夫は１月に入って，初めて「介護浴室」に入りま
した。自宅より50分の車移動で，神戸市「しあわせの
村」に到着し，1時間半の貸し切りで利用。浴室には
専用の車椅子があり，そのまま浴そうに入れます。
貸タオルもあり，料金も65歳以上半額。芦屋にもぜひ
ぜひ設置してください。

D

本市におきましては，「神戸市しあわせの村」に設置
されている，車椅子やリフトを利用してご入浴いただ
く，いわゆる介護施設と同等の設備を備えた浴室を
設置することは，現在の市立の施設の状況を鑑みま
しても，困難であると考えております。

4

障がい福
祉計画・
障がい児
福祉計画

障がい福祉
サービス等の
見込量の設定

55・59

計画の基本理念に「障がいのある人もない人も住み
慣れた地域で自分らしく輝いて暮らせるまち芦屋」と
掲げていますが，現実は障がいのある人が，自ら望
む芦屋で過ごすことができない状況です。
重度の障がいのある私の子どもは，芦屋市内で送迎
付きの生活介護の事業所である「芦屋市立みどり地
域生活支援センター」では，週に1日しか受入れして
もらえず，その日以外は市外の事業所に受入れして
もらうか，そうでなければどこへも行かず自宅で一生
を過ごすのかの，限られた選択を余儀なくされていま
す。
芦屋市内に居住しているのに，市内に毎日受け入れ
可能な送迎があり，かつ，各人の障がいの度合いに
対応した生活介護の事業所が無いこと自体おかしく
ないでしょうか。待機児童以上の問題だと思います。
国の第6期障害福祉計画で「障害福祉サービスの提
供体制の確保に関する基本的な考え方」に，希望す
る障害者等への日中活動系サービスの保障というの
があります。しかし，これに対して芦屋市の計画には
事業所不足解消に向けての施策が，全く取り入れら
れていません。
もう時間がありませんので，送迎のある生活介護の
必要な障害者の受入れができる施設を増やす具体
的な施策を大至急お願いします。

D

障がい福祉計画・障がい児福祉計画を策定する際
は，今回ご質問の中で触れられていますとおり，国の
基本指針をもとに策定することになります。
その基本指針では，「訪問系サービス及び指定通所
支援については，各市町村において事業を実施する
事業所を最低１か所確保できるよう努める必要があ
る。」とされており，今回のご意見に挙がっている生
活介護については，市内には，芦屋市立みどり地域
生活支援センターのほか，民間の事業所も複数ござ
います。これらのうち，当該センターは，重度障がい
のある人が利用される施設であることから，利用希
望者も多く，週に１日しか利用できない方もおられる
のが現状です。
本市は，兵庫県下でも人口密集地である阪神南圏域
にあり，人口規模の大きな西宮市，尼崎市に民間事
業者のサービス拠点が立地する傾向にありますの
で，市域ですべてのサービスを提供することは難し
く，利用については，これまでも阪神南圏域を中心に
他市の事業所も含めて，日中活動の場としてご利用
いただいております。
障がいのある人の日中活動の場については，就労
系事業所は充実してきた一方，生活介護事業所は不
足しており，今後の課題であると認識しております。
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5

障がい福
祉計画・
障がい児
福祉計画

障がい福祉
サービス等の
見込量の設定

69

自力で通所ができない利用者を家族が毎日送迎して
いる現状があります。家族介護者への負担は重く，
継続的に通所できるためにも家族介護者への支援を
含めた移動支援事業の柔軟な利用拡大を求めま
す。

D

移動支援事業につきましては，その事業の目的を
「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社
会参加を行う外出のための支援」としており，通所に
ついては，「通年かつ長期にわたる外出」のため，利
用の対象とはしていません。
利用拡大については，片道のみの利用や帰着点を
自宅に限らないなど，関係機関のご意見をお聞きし
ながら，検討しているところです。本事業の目的外と
なる範囲までの拡大は，現在のところ考えておりませ
んが，今後も，他市の動向を注視してまいります。


